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　 　 【 請 求 項 １ 】 　
　

　

　
　

　
　
　

　

　

　

　
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記
　
　

　

入 賞 球 を 検 知 す る 入 賞 球 検 知 部 と 、
前 記 入 賞 球 検 知 部 か ら の 入 賞 球 検 知 信 号 に 基 づ い て 払 い 出 す べ き 賞 球 個 数 の 情 報 で あ る

賞 球 個 数 情 報 を 生 成 す る 賞 球 個 数 情 報 生 成 手 段 と 、
そ の 生 成 さ れ た 賞 球 個 数 情 報 に 基 づ い て 賞 球 払 出 機 構 に 所 定 数 の 賞 球 の 払 い 出 し を 行 わ

せ る 賞 球 払 出 制 御 手 段 と 、
前 記 賞 球 払 出 制 御 手 段 に よ る 賞 球 の 払 い 出 し を 検 知 す る 払 出 賞 球 検 知 機 構 と 、
前 記 賞 球 個 数 情 報 生 成 手 段 が 生 成 す る 賞 球 個 数 情 報 と 、 前 記 払 出 賞 球 検 知 機 構 に よ る 払

出 賞 球 の 検 知 情 報 と に 基 づ い て 、 前 記 賞 球 払 出 機 構 に よ る 賞 球 の 払 い 出 し を 管 理 す る 賞 球
払 出 管 理 手 段 と 、

電 源 遮 断 異 常 が 発 生 し た か 否 か を 検 出 す る 異 常 検 出 手 段 と 、
前 記 賞 球 個 数 情 報 を 前 記 遊 技 情 報 と し て 記 憶 す る 遊 技 情 報 記 憶 手 段 と 、
異 常 検 出 時 に 前 記 遊 技 情 報 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 遊 技 情 報 の 喪 失 阻 止 処 理 を 行 う バ

ッ ク ア ッ プ 実 行 制 御 部 と 、
電 源 回 路 か ら の 電 力 供 給 が 途 絶 え る か 、 又 は 出 力 電 圧 が 所 定 値 以 下 に 降 下 し た 場 合 に 、

前 記 バ ッ ク ア ッ プ 実 行 制 御 部 の Ｃ Ｐ Ｕ が 作 動 す る の に 必 要 な 作 動 電 圧 を 確 保 す る 補 助 電 源
回 路 と を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、

前 記 補 助 電 源 回 路 の 容 量 は 、 バ ッ ク ア ッ プ 処 理 終 了 後 も 一 定 期 間 プ ロ グ ラ ム 処 理 の 続 行
が 可 能 な 程 度 と さ れ 、

メ イ ン ジ ョ ブ の 実 行 中 に 、 前 記 異 常 検 出 手 段 の 検 出 に よ り 、 電 源 遮 断 信 号 が 入 力 さ れ る
と 、 前 記 バ ッ ク ア ッ プ 実 行 制 御 部 の Ｃ Ｐ Ｕ は 、 バ ッ ク ア ッ プ 処 理 ル ー チ ン を 起 動 す る も の
で あ っ て 、

前 記 バ ッ ク ア ッ プ 処 理 ル ー チ ン に 無 限 ル ー プ を 設 定 し 、 バ ッ ク ア ッ プ 処 理 終 了 後 の 前 記
一 定 期 間 に メ イ ン ジ ョ ブ の ル ー チ ン に 復 帰 さ せ な い

賞 球 払 出 管 理 手 段 は 、
払 い 出 す べ き 総 賞 球 個 数 を 記 憶 す る 総 賞 球 個 数 記 憶 手 段 と 、
入 賞 球 が 検 知 さ れ る 毎 に 対 応 す る 賞 球 個 数 を 前 記 総 賞 球 個 数 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る

総 賞 球 個 数 に 加 算 す る 賞 球 個 数 加 算 手 段 と 、
払 出 賞 球 の 検 知 情 報 に 基 づ い て 払 い 出 さ れ た 賞 球 数 を 前 記 総 賞 球 個 数 記 憶 手 段 に 記 憶 さ

れ て い る 総 賞 球 個 数 か ら 減 算 す る 賞 球 個 数 減 算 手 段 と を 備 え 、



　
請 求 項 １ 記 載 の 遊 技 機 。
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前 記 総 賞 球 個 数 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 総 賞 球 個 数 に も と づ い て 、 賞 球 の 払 い 出 し が
完 了 し た か 否 か を 管 理 す る こ と を 特 徴 と す る
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